
納税者は、税務署長などが行った課税処分や滞納処分に不服があるときは、処分の取消しなどを求め
て不服申立てをすることができます。この不服申立制度は納税者の正当な権利や利益を簡易かつ迅速に
救済するための手続であり、処分に対して不服がある納税者は、裁判所に訴訟を提起する前に、まずこ
の不服申立てをすることを原則としています。
不服申立てには、税務署長などに対する再調査の請求と、国税不服審判所長に対する審査請求とがあ
り、納税者はそのいずれかを選択してすることができます。また、再調査の請求を選択した場合でも、そ
の再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときには審査請求をすることができます。
この不服申立制度については、平成26年６月に関係法律が改正され、不服申立前置の見直し、不服申
立期間の延長、「異議申立て」から「再調査の請求」への名称変更、標準審理期間の設定、審査請求手続に
おける審査請求人の権利の拡充などが行われ、平成28年４月１日から施行されています。詳しくは、国
税庁ホームページに掲載されている国税不服申立制度の改正リーフレットをご覧ください。

権利救済Ⅳ
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⑴	再調査の請求　
～…簡易・迅速かつ適正な権利救済…～
再調査の請求は、税務署長などが行った更正・決定や差押えなどの処分に不服がある納税者が、国税
不服審判所長に対する審査請求をする前に、選択的に、当該処分を行った税務署長などに対して、処分
の取消しや変更を求めて不服を申し立てる制度です。
不服申立制度は、簡易・迅速かつ公正な手続により、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適
正な運営を確保することを目的とするものであることから、再調査の請求がされた場合には、納税者の
主張に十分耳を傾け、公正な立場で調査・審理を行い、適正かつ迅速に処理できるよう努めています。

⑵	審査請求　
～…公正な第三者的機関による権利救済…～
審査請求は、税務署長などが行った更正・決定や差押えなどの処分に不服がある納税者が、国税不服
審判所長に対して処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てる制度です。
審査請求は、再調査の請求を経ずに直接することができ、再調査の請求を行った場合であって、その再
調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときにもすることができます。
国税不服審判所は、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に
資することを使命とし、公正な第三者的立場で審査請求に対する裁決を行う機関です。国税不服審判所
長をはじめ東京及び大阪支部の所長など主要な役職には、裁判官や検察官の職にあった者を任用してお
り、また、国税審判官に、税理士や弁護士などの職にあった民間の専門家を任期付職員として採用して
います。
審査請求がされた場合には、争点を整理・明確化した上で、審査請求人や税務署長から提出された証拠書

類等の内容を十分に検討し、自ら調査を行って、適正かつ迅速に処理できるよう努めています。
なお、国税不服審判所長の裁決は、税務署長などの行った処分よりも納税者に不利益になることはあ
りません。また、裁決は、行政部内での最終判断であるため、税務署長などは、仮にこれに不服があった
としても訴訟を提起することはできません。

⑶	訴訟
～…司法による救済…～
納税者は、国税不服審判所長の裁決を経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して訴訟を提起し
て司法による救済を求めることができます。

　納税者からの苦情などへの対応	
国税庁に対しては、処分に対する不服申立てだけではなく、職員の応対や調査の仕方など税務行政
全般について、納税者から不平や不満、困りごとの相談などが寄せられることがあります。国税庁は、こ
のような納税者の様々な苦情などに正面から対応することが、納税者の理解と信頼を得るためには不可
欠であると考え、納税者の視点に立って迅速かつ的確な対応に努めています。また、平成13年７月から
は納税者支援調整官を置き、納税者の権利、利益に影響を及ぼす処分に係る苦情について、権利救済
手続を説明するなど適切に対応しています。

権利救済Ⅳ
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⑷	権利救済の状況　
～…再調査の請求は原則３か月以内、審査請求は原則１年以内に処理…～
イ　再調査の請求
（イ）目標

国税庁、国税局及び税務署では、再調査の請求の標準審理期間を３か月と定め、原則３か月以内
にその処理を終えるよう努めています。

（ロ）実績
平成27年度における異議申立ての３か月以内の処理件数割合は99.3％となっています。
なお、同年度における異議申立処理件数は3,200件（課税関係2,859件、徴収関係341件）で、このうち

新たな事実が把握されたことなどにより納税者の主張の全部又は一部が認められた割合は8.4％です。
※　平成26年６月の関係法律の改正で、「異議申立て」は「再調査の請求」へ名称変更され、平成28年４月から施行されています。

●…異議申立ての 3か月以内の処理件数割合と
　…異議申立処理件数

●…審査請求の 1年以内の処理件数割合と
　…審査請求処理件数
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ロ　審査請求
（イ）目標

国税庁及び国税不服審判所では、審査請求の標準審理期間を１年と定め、原則１年以内にその
処理を終えるよう努めています。

（ロ）実績
平成27年度における審査請求の１年以内の処理件数割合は92.4％となっています。
なお、同年度における審査請求処理件数は2,311件（課税関係2,136件、徴収関係175件）で、この

うち請求の全部又は一部が認められた割合は8.0％です。
ハ　訴訟

訴訟については、平成27年度における終結件数は262件（課税関係218件、徴収関係40件、審判
所関係４件）であり、このうち納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は8.4％となっていま
す。
※　権利救済制度に関する納税者の理解をより深めていただくため、国税不服申立制度の改正リーフレット、再調査の請求、審査請求及び訴訟の概
要、裁決事例などの情報を、国税庁ホームページや国税不服審判所ホームページ（http://www.kfs.go.jp）などを通じて提供しています。
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